
１　　貸　　借　　対　　照　　表

＜特例業務勘定＞ （単位：円）

Ⅰ　流動資産 Ⅰ　流動負債

現金及び預金 7,253,525 未払金 77,000

未収収益 668,704 預り金 14,585

流動資産合計 7,922,229 流動負債合計 91,585

負債合計 91,585

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 Ⅰ　資本金

工具器具備品　 582,750 政府出資金 6,492,013,470

減価償却累計額 △ 582,749 1 資本金合計 6,492,013,470

有形固定資産合計 1

Ⅱ　資本剰余金

　２　投資その他の資産 民間出えん金(注) 276,919,732

投資有価証券 250,630,067 資本剰余金合計 276,919,732

投資その他の資産合計 250,630,067

Ⅲ　繰越欠損金

固定資産合計 250,630,068 当期未処理損失 △ 6,510,472,490

(うち当期総利益） (699,130)

繰越欠損金合計 △ 6,510,472,490

純資産合計 258,460,712

資産合計 258,552,297 負債純資産合計 258,552,297

（注）　これは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。

（令和５年３月３１日）

資 産 の 部 負 債 の 部

純 資 産 の 部



（単位：円）

Ⅰ損益計算書上の費用

研究業務費 1,723,226

損益計算書上の費用合計 1,723,226

Ⅱ行政コスト 1,723,226

2　  行　  政 　  コ 　 ス  　ト　  計    算 　 書

（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

＜特例業務勘定＞



＜特例業務勘定＞ （単位：円）

経常費用

研究業務費

医薬品等研究費 1,723,226 1,723,226

経常費用合計 1,723,226

経常収益

財務収益

有価証券利息 2,422,356 2,422,356

経常収益合計 2,422,356

経常利益 699,130

当期純利益 699,130

当期総利益 699,130

３　損　益　計　算　書

（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）



<特例業務勘定> （単位：円）

Ⅰ資本金 Ⅱ資本剰余金

当期首残高 6,566,013,470            276,919,732               △6,511,171,620         -                             331,761,582               

当期変動額

Ⅰ 資本金の当期変動額

不要財産に係る国庫納付等によ
る減資

△74,000,000             △74,000,000             

Ⅱ 資本剰余金の当期変動額

Ⅲ 繰越欠損金の当期変動額

当期純利益 699,130                     699,130                     699,130                     

当期変動額合計 △74,000,000             -                             699,130                     699,130                     △73,300,870             

当期末残高 6,492,013,470            276,919,732               △6,510,472,490         699,130                     258,460,712               

（注）　これは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。

うち当期総利益当期未処理損失

民間出えん金
（注）

４　純 資 産 変 動 計 算 書

（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

Ⅲ繰越欠損金

純資産合計
政府出資金



  

（単位：円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

医薬品等研究業務支出 △ 1,631,641

△ 1,631,641

利息の受取額 3,834,500

業務活動によるキャッシュ・フロー 2,202,859

Ⅱ 財務活動によるキャッシュ・フロー

不要財産に係る国庫納付等による支出 △ 74,000,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 74,000,000

Ⅲ 資金減少額 △ 71,797,141

Ⅳ 資金期首残高 79,050,666

Ⅴ 資金期末残高 7,253,525

５　キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）

＜特例業務勘定＞

小計



（特例業務勘定）　　　　　　　　 （単位：円）

項　　　　　　目

Ⅰ　当期未処理損失 △ 6,510,472,490

　　　　当期総利益 699,130

　　　　前期繰越欠損金 △ 6,511,171,620

Ⅱ　次期繰越欠損金 △ 6,510,472,490

６　損失の処理に関する書類

金　　　　　　　額



 
 
                                     

特 例 業 務 勘 定  

７  注  記  

 

Ⅰ．重要な会計方針  

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注

解」（令和３年９月 21日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会

計基準注解』に関するＱ＆Ａ」（令和４年３月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」

という。）のうち、時価の算定に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。  

なお、独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に関する改訂内容は令和５事業年

度から適用します。 

 

 １．  減価償却の会計処理方法  

有形固定資産  

 定額法を採用しております。  

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。  

工具器具備品    13 年  

 

２．  有価証券の評価基準及び評価方法  

満期保有目的債券  

償却原価法 (定額法 )によっております。  

 

  ３．  消費税等の会計処理  

税込方式によっております。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                     

Ⅱ．貸借対照表関係  

不要財産等に係る国庫納付等  

① 資産種類  現金及び預金  

② 帳簿価額  74,000,000円  

③  
不要財産となった  

理由  

「特例業務」を運営する上で必要な管理業務等の経費の

財源に充てるものではないことから、不要財産と認められる

ため。 

④  国庫納付等の方法  現金納付  
 

⑤  譲渡収入の額         －  

⑥  控除費用         －  

⑦  国庫納付等の額  （1）国庫納付額  74,000,000 円  

 納付等年月日 納付年月日  令和 5年 3月 13日  

  
（2）地方公共団体への払戻額  － 

 
  納付年月日  －  

  （3）その他民間等への払戻額  －  

  納付年月日  －  

⑧  減資額   74,000,000 円  

 

 

Ⅲ．行政コスト計算書関係  

１．独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト  

行政コスト  1,723,226 円  

自己収入等  △2,422,356 円  

法人税等及び国庫納付額  -円  

機会費用  20,892,842 円  

独立行政法人の業務運営に関して   

国民の負担に帰せられるコスト  
20,193,712 円  

 

２．機会費用の計上方法  

 (1) 政府出資又は地方公共団体出資等から生ずる機会費用の計算に使用した

利率  

10 年利付国債の令和 5 年 3 月末利回りを参考に 0.320%で計算してお

ります。  

(2) 国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の

計算方法  

当該職員が国又は地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金

のうち、 独立行政法人での勤務期間に対応する部分について、給与規則に

定める退職給付支給基準等を参考に計算しております。  



 
 
                                     

Ⅳ．損益計算書関係  

医 薬 品 等 研 究 費 には、研 究 開 発 振 興 費 として、医 薬 品 ・医 療 機 器 の実

用 化 段 階 の研 究 をベンチャー企 業 等 に研 究 委 託 する費 用 が含 まれており

ます。またその成 果 により得 た収 益 については一 部 が納 付 されることになって

おります。  

 

 

Ⅴ．キャッシュ・フロー計算書関係   

  資 金 の期 末 残 高 の貸 借 対 照 表 科 目 別 の内 訳  

現 金 及 び預 金   7 , 2 5 3 , 5 2 5  円  

期 末 残 高 合 計   7 , 2 5 3 , 5 2 5  円  

 

 

Ⅵ．金融商品関係   

１． 金融商品の状況に関する事項  

資金運用にあたっては、独立行政法人通則法第 47 条の規定等に基づき、預

金、国債、地方債、政府保証債等に限定して保有しております。  

また、未収債権等の管理については、会計規程に基づき財政上最も当研究所

の利益に適合するよう管理しております。  

 

２．金融商品の時価等に関する事項  

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、現金及び預金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似することから、注記を省略しております。  

                                              (単位：円 )  

  貸借対照表  

計上額  
時価  差額  

 投資有価証券     

 満期保有目的の債券  250,630,067 260,578,750 9,948,683 

（注 ）  時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明  

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の三つのレベルに分類しております。  

レベル１の時価：  同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場

価格により算定した時価  

レベル２の時価：  レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイン

プットを用いて算定した時価  

レベル３の時価：  重要な観察できないインプットを使用して算定した時価  

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ

らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も  

低いレベルに時価を分類しております。  



 
 
                                     

（１）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産  

（単位 ：円 ）  

区分  
時価  

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計  

投資有価証券      

満期保有目的の債券      

 国債・社債等  260 ,578 ,750  -  -  260 ,578 ,750 

 

投資有価証券  

    国債・社債等は相場価格を用いて評価しております。国債・社債等は活発な市場

で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。  

 

 

Ⅶ．重要な債務負担行為   

 該 当 事 項 はありません。  

 

 

Ⅷ．重要な後発事象    

  該 当 事 項 はありません。  


